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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第11期までの潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんでしたので、記載しておりません。 

３．純資産額の算定にあたり、第11期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、

中間連結会計期間または年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

５．当社は第11期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載してお

りません。 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） － 1,739,868 2,147,282 2,845,690 3,981,434 

経常利益 （千円） － 253,797 145,563 220,073 668,130 

中間（当期）純利益 （千円） － 327,959 75,786 304,002 573,938 

純資産額 （千円） － 1,481,507 4,372,233 1,153,547 1,727,486 

総資産額 （千円） － 1,836,530 4,855,300 1,509,482 2,425,161 

１株当たり純資産額 （円） － 53,990.78 142,944.17 42,038.91 62,955.05 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
（円） － 11,951.87 2,592.78 11,078.82 20,916.13 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － 2,523.03 － － 

自己資本比率 （％） － 80.7 90.1 76.4 71.2 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 175,601 120,359 411,192 666,347 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △99,028 △224,857 △34,348 △289,905 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 2,535,877 － － 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） － 950,598 3,681,847 874,025 1,250,468 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

－ 

(－) 

82 

(9) 

103 

(33) 

69 

(10) 

86 

(14) 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．中間連結財務諸表を作成しているため、第12期中間会計期間からの「１株当たり純資産額」及び「１株当た

り中間（当期）純利益金額」、「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額」については記載を省

略しております。 

３．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、

中間会計期間または年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

４．当社は第11期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） － 1,737,572 2,129,420 2,843,153 3,971,741 

経常利益 （千円） － 253,449 162,213 217,943 674,326 

中間（当期）純利益 （千円） － 327,239 87,726 289,341 563,706 

資本金 （千円） － 274,400 1,558,880 274,400 274,400 

発行済株式総数 （株） － 27,440 30,587 27,440 27,440 

純資産額 （千円） － 1,481,633 4,374,786 1,154,393 1,718,100 

総資産額 （千円） － 1,837,691 4,796,659 1,509,972 2,382,781 

１株当たり純資産額 （円） － 53,995.38 － 42,069.75 62,612.98 

１株当たり中間（当期） 

純利益金額 
（円） － 11,925.62 － 10,544.53 20,543.23 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 80.6 91.2 76.5 72.1 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

－ 

(－) 

82 

(9) 

103 

(33) 

69 

(10) 

86 

(14) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、

当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

３．その他の事業につきましては、メディア広告事業の従業員が兼務しております。 

４．従業員数が前連結会計年度末に比べ17名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う雇用によるものであり

ます。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、

当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比べ17名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う雇用によるものであります。 

(3) 労働組合の状況 

 労働組合は組成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

インターネット広告事業 
リスティング広告事業 46 （ 24） 

メディア広告事業 7 （ －） 

コンサルティング事業 6 （ －） 

その他の事業                    － 

全社（共通）（注）２ 44 （ 9） 

合計 103 （ 33） 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 103（ 33） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当社グループを取り巻くインターネット環境は、インターネットのブロードバンド（FTTH（※１）、DSL（※

２）、ケーブルインターネット等）化やモバイル化の促進により、提供される情報やサービスも年々多種多様にな

り、人々の生活支える大きな社会インフラとして、その基盤を確立しております。総務省の発表によると、わが国の

インターネット利用者は、平成18年末に約8,754万人、人口普及率は68.5％となり、高い水準で普及しております。

特に、インターネット利用世帯に占めるブロードバンド利用世帯率は高まり、平成19年３月末には世帯普及率が

95.0％、そのうち上り下り30Mbpsの超高速ブロードバンドの世帯普及率は84.0％に達しました（総務省「平成19年版

情報通信白書」）。また、モバイルの利用として平成19年９月末における携帯電話の契約数は約9,933万台と拡大

し、特に通信料の定額制の定着、３G端末の著しい普及による接続速度の高速化と通信容量の大容量化が進み、モバ

イルにおけるブロードバンド化も大きく促進されました（電気通信事業者協会調べ）。 

 当社グループは、このような環境において、当中間連結会計期間も引き続き、当社グループが運営する自動車総合

ウェブサイト「carview.co.jp」、自由登録制ソーシャル・ネットワーキング・サービス（※３）「みんなのカーラ

イフ」（通称 みんカラ）、海外中古車輸入事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」の３つのウェブサイトに

おけるインターネットメディアとしての付加価値の向上、当社グループが提供するインターネット広告サービスを利

用する事業者の開拓及び事業者間のネットワークの構築を中心に事業を進めてまいりました。 

 自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」は、主にパソコン版ウェブサイトとしてコンテンツやサービスを提供

しており、当中間連結会計期間も引き続き、コンテンツの拡充を中心に活動しました。特に、世界各国のモーターシ

ョー情報等の特集記事、動画等の掲載本数の増加や品質の向上に努めました。また、動画コンテンツを

「carview TV」において提供することにより、従来の静止画像、テキスト等によるコンテンツと合わせ、ウェブサイ

トを利用するユーザーの多様なニーズに応えていくことを目指しております。平成19年９月30日現在、動画タイトル

数は300本を超えました。 

 「みんカラ」は、主にパソコン版ソーシャル・ネットワーキング・サービスとして提供しており、当中間連結会計

期間も引き続き、利便性を向上するための機能の追加及び改良に努めました。従来、「みんカラ」において掲載して

いた自動車業界人の投稿による「業界人ブログ」は、平成19年９月にデザインを刷新して「みんカラ＋」としてリニ

ューアルしました。今回のリニューアルにより、「みんカラ＋」に投稿している自動車業界人の情報発信力の向上と

「みんカラ＋」を閲覧するユーザーに対する情報の伝達、共有における利便性の向上を図っております。 

 海外中古車輸入事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」は、当中間連結会計期間も引き続き、主に海外中古

車輸入事業者の新規開拓を中心に活動しました。特に、新規開拓のための専門部署を設け、世界各国に向けて幅広い

マーケティング活動を行い、その結果、平成19年９月末日現在、「tradecarview.com」の登録事業者は、世界約205

の国と地域からなる事業者により構成されるまでになりました。 

 これらの活動の結果、当中間連結会計期間における「carview.co.jp」及び「みんカラ」並びに

「tradecarview.com」はページビューを大幅に伸ばしました。平成19年９月度の月間総ページビュー数は約５億

2,258万ページビュー（前年同月比74.7％増）となりました。 

 他方、当社グループは、当社グループが提供するインターネット広告サービスを利用する事業者の開拓及び事業者

間のネットワークの構築を促進するため、当中間連結会計期間につきましても引き続き、リスティング広告（※４）

事業を中心とする事業者の新規開拓を進めました。特に、「eCRMシステム」（※５）を活用しているリスティング広

告事業のうち、「中古車掲載サービス（海外）」は、利用事業者数を順調に伸ばしました。 

 また、平成19年４月より、パソコン版「みんカラオークション」の提供を開始しました。「みんカラオークショ

ン」は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスである「みんカラ」と連動してカーライフに特化した専門オーク

ションであり、自動車をはじめとした車両本体からパーツ等にいたる自動車関連用品まで、出品物における専門性、

独自性を追求していくことを目指し、出品料、入札料、落札料等、すべての手数料を無料にてサービスを提供してお

ります。さらに、平成19年８月には、モバイル版の提供を開始する等、日々、利便性の向上に努めて継続して開発業

務を行っており、中長期的な事業として位置づけて、引き続き開発及び運営にかかわる先行投資を継続しておりま

す。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,147,282千円（前年同期比23.4％増）、経常利益145,563千

円（前年同期比42.6％減）、中間純利益75,786千円（前年同期比76.9％減）となりました。 

 事業の種類別の業績は、以下のとおりであります。 



（インターネット広告事業） 

 当社グループが主たる事業として展開しておりますインターネット広告事業は、「carview.co.jp」において見積

情報や在庫情報等を希望するユーザーと「eCRMシステム」の利用事業者を結びつけるリスティング広告事業と、

「carview.co.jp」を広告媒体として「carview.co.jp」に掲載するインターネット広告等の企画及び掲載を事業とす

るメディア広告（※６）事業の２つの事業から構成されております。 

 当中間連結会計期間におけるリスティング広告事業は、主要広告サービスである「中古車査定仲介サービス」の利

用ユーザーを増加させるために積極的なインターネットにおける広告宣伝活動を行い、利用ユーザーの拡大に努めま

した。当中間連結会計期間におけるユーザー数は引き続き増加して約196千人に到達し、売上高は増大しました。ま

た、「tradecarview.com」を活用し海外中古車輸入事業者向けに輸出用中古車物件情報を掲載する「中古車掲載サー

ビス（海外）」も、当中間連結会計期間末現在、中古車物件数が約36千台、当中間連結会計期間の問い合わせ数が約

99千件を超え、「tradecarview.com」のメディア価値が高まり、また、国内中古車輸出市場が100万台の規模を超え

る等、その市場規模の拡大を背景に、輸出手続等の指導、実地研修を行うコンサルティングサービスの受注も増大

し、各々のサービスにおいて売上高が好調に推移しました。以上の結果、当中間連結会計期間のリスティング広告事

業の業績は、売上高1,873,437千円（前年同期比16.6％増）、営業利益383,765千円（前年同期比12.1％減）となりま

した。 

 当中間連結会計期間におけるメディア広告事業は、「carview.co.jp」及び「みんカラ」のページビュー数が増大

し、インターネットメディアとしてのメディア価値が向上したことにより、「想定インプレッション型広告掲載サー

ビス」及び「タイアップ企画型広告掲載サービス」ともに売上高は増大しました。「タイアップ企画型広告掲載サー

ビス」では、「みんカラ」利用者を対象にした企画広告等、企画内容の充実を図り、また、掲載内容に動画を取り入

れる等、企画広告の品質と価値の向上に努め、広告主のニーズに幅広く対応しました。以上の結果、当中間連結会計

期間のメディア広告事業の業績は、売上高187,629千円（前年同期比76.4％増）、営業利益92,468千円（前年同期比

121.1％増）となりました。 

  

（コンサルティング事業） 

 当中間連結会計期間におけるコンサルティング事業は、引き続き、中古車輸出の事業展開を予定する国内中古車流

通事業者や当該事業の起業を志望する起業家を対象としたセミナーを開催する等、積極的な新規事業者の開拓を行っ

たことにより、輸出手続等の指導、実地研修を行うコンサルティングサービスの受注が大幅に伸張、売上高が好調に

推移しました。以上の結果、当中間連結会計期間のコンサルティング事業の業績は、売上高84,350千円（前年同期比

254.4％増）、営業利益13,563千円（前年同期比78.5％増）となりました。  

  

（その他の事業） 

 当中間連結会計期間におけるその他の事業は、主に自動車保険の代理店サービスであります。当中間連結会計期間

のその他の事業の業績は、売上高1,865千円（前年同期比20.2％減）、営業利益1,863千円（前年同期比20.3％減）と

なりました。 

  

※１ FTTH：光ケーブルを一般個人宅へ直接引き込む光通信の網構成方式（Fiber To The Home）。  

※２ DSL：高速デジタルデータ通信（Digital Subscriber Line）。 

※３ ソーシャル・ネットワーキング・サービス：社会的なネットワークをインターネット上で構築することを促 

進、サポートするコミュニティ型のサービス。  

※４ リスティング広告：一般に、検索連動型広告といわれるインターネット広告であり、検索エンジン等において

キーワードを検索した際に、そのキーワードに連動して表示される広告形態。  

※５ eCRMシステム：インターネット上において自動車関連事業者へ提供している顧客管理支援システム。 

※６ メディア広告：一般に、不特定多数の視聴者、もしくは、閲覧者を対象として、文字、静止画、動画等により

掲載される広告形態。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、3,681,847千円（前年同期比

287.3％増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。 

  

   （営業活動のキャッシュ・フロー） 

    営業活動より得られた資金は、120,359千円（前年同期比31.5％減）となりました。これは、主に税金等調

整前当期純利益145,563千円（前年同期比42.8％減）及び減価償却費71,373千円（前年同期比141.8％増）の計

上、仕入債務、未払金、未払消費税等の支払による支出86,257千円（前年同期比197.5％増）によるものであ

ります。 

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は、224,857千円（前年同期比127.1％増）となりました。これは、主に有形固定資産の

取得による支出100,434千円（前年同期比132.6％増）、無形固定資産の取得による支出139,732千円（前年同期比

138.5％増）によるものであります。 

   （財務活動のキャッシュ・フロー） 

    財務活動により得られた資金は2,535,877千円となりました。これは、主に新株の発行による収入2,568,960千円

によるものであります。 

  

  

  

  

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当社グループは生産活動を行っておりませんので、生産実績に関する記載はしておりません。 

(2) 受注状況 

 当社グループは受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ４．株式会社ソリッドグループホールディングスは、平成19年４月１日付にて株式会社カーチスより社名変更し

ております。 

５．前中間連結会計期間における株式会社ガリバーインターナショナルに対する販売実績はありますが、総販売

実績に対する割合が10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

インターネッ

ト広告事業 

リスティング広告事業（千円） 1,873,437 116.6 

メディア広告事業（千円） 187,629 176.4 

コンサルティング事業（千円） 84,350 354.4 

その他の事業（千円） 1,865 79.8 

合計（千円） 2,147,282 123.4 

相手先別 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社ソリッドグループホールディングス 178,203 10.2 280,412 13.1 

株式会社ガリバーインターナショナル － － 246,280 11.5 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

  

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 109,760 

計 109,760 

種類 
中間会計期間末現在 

発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月21日） 

上場金融商品取引所名又は 
登録認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 30,587 30,637 東京証券取引所（マザーズ） － 

計 30,587 30,637 － － 



(2) 【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき発行した新株

予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年９月12日臨時株主総会決議に基づく平成14年９月12日取締役会決議 

第１回新株予約権 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数

は、除外しております。 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調

整し、調整により生ずる端数は切捨てるものとします。 

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が

他社と株式交換を行う場合、あるいは、当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、当社は必要と認める

株式の数の調整を行います。 

３．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、時価を下回る価額で株式を新たに発行または自己株式を処分するときは（新株予約権の行使による場

合を除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。 

４．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。 

(1) 新株予約権の行使時において、当社が株式を公開していることを要します。 

(2) 新株予約権の行使は、新株予約権の付与を受けた者が、その新株予約権の行使時において、当社の取締

役、監査役および使用人であることを要します。ただし、付与対象者が、当社の取締役、監査役および使

用人の地位を喪失した場合であっても、業務命令による転籍、任期満了による退任、定年退職その他、当

社とその付与対象者との間で締結された「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約」に定めるところによ

る場合はこの限りではありません。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認められません。 

(4) 付与対象者の相続人は、本件新株予約権を行使することができます。 

５．当社グループ取締役のうち、当社の親会社グループにおいて取締役を兼務する者は、新株予約権の権利行使

以前において、当社の取締役を退任した場合には、当該権利を放棄することを確約書にて合意しておりま

す。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 940 890 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、２ 940 890 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 22,000 22,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日 

至 平成21年９月30日 

自 平成16年10月１日 

至 平成21年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   22,000 

資本組入額  11,000 

発行価格   22,000 

資本組入額  11,000 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株式の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成16年12月24日臨時株主総会決議に基づく平成17年１月19日取締役会決議 

第２回新株予約権 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数

は、除外しております。 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調

整し、調整により生ずる端数は切捨てるものとします。 

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が

他社と株式交換を行う場合、あるいは、当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、当社は必要と認める

株式の数の調整を行います。 

３．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、時価を下回る価額で株式を新たに発行または自己株式を処分するときは（新株予約権の行使による場

合を除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。 

４．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。 

(1) 新株予約権の行使時において、当社が株式を公開していることを要します。 

(2) 新株予約権の行使は、新株予約権の付与を受けた者が、その新株予約権の行使時において、当社の取締

役、監査役、従業員および契約社員等であることを要します。ただし、付与対象者が、当社の取締役、監

査役、従業員、契約社員等の地位を喪失した場合であっても、業務命令による転籍、任期満了による退

任、定年退職その他、当社とその付与対象者との間で締結された「新株予約権申込証兼新株予約権割当契

約」に定めるところによる場合はこの限りではありません。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認められません。 

(4) 付与対象者の相続人は、本件新株予約権を行使することができます。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 2 2 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、２ 2 2 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 100,000 100,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年１月１日 

至 平成23年12月31日 

自 平成19年１月１日 

至 平成23年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株式の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 平成16年12月24日臨時株主総会決議に基づく平成17年12月21日取締役会決議 

第３回新株予約権 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数

は、除外しております。 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調

整し、調整により生ずる端数は切捨てるものとします。 

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が

他社と株式交換を行う場合、あるいは、当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、当社は必要と認める

株式の数の調整を行います。 

３．当社が新株予約権発行後、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

また、時価を下回る価額で株式を新たに発行または自己株式を処分するときは（新株予約権の行使による場

合を除く）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。 

４．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。 

(1) 新株予約権の行使時において、当社が株式を公開していることを要します。 

(2) 新株予約権の行使は、新株予約権の付与を受けた者が、その新株予約権の行使時において、当社の取締

役、監査役、従業員および契約社員等であることを要します。ただし、付与対象者が、当社の取締役、監

査役、従業員、契約社員等の地位を喪失した場合であっても、業務命令による転籍、任期満了による退

任、定年退職その他、当社とその付与対象者との間で締結された「新株予約権申込証兼新株予約権割当契

約」に定めるところによる場合はこの限りではありません。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認められません。 

(4) 付与対象者の相続人は、本件新株予約権を行使することができます。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 11 11 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、２ 11 11 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 100,000 100,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年１月１日 

至 平成23年12月31日 

自 平成19年１月１日 

至 平成23年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 

発行価格   100,000 

資本組入額  50,000 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株式の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 平成18年６月21日定時株主総会決議に基づく平成18年９月20日取締役会決議 

第４回新株予約権 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数

は、除外しております。 

２．当社が新株予約権の割当日後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとし

ます。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得または行

使の場合は除きます。 

４．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。 

(1) 新株予約権の行使時において、当社が株式を公開していることを要します。 

(2) 新株予約権の行使は、新株予約権の付与を受けた者が、その新株予約権の行使時において、当社の取締

役、監査役、従業員または契約社員等であることを要します。ただし、付与対象者が、当社の取締役、監

査役、従業員、契約社員等の地位を喪失した場合であっても、業務命令による転籍、任期満了による退

任、その他当社とその付与対象者との間で締結された「新株予約権割当契約」に定めるところによる場合

はこの限りではありません。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認められません。 

(4) 付与対象者の相続人は、本件新株予約権を行使することができます。 

(5) 新株予約権者は、一度の手続きにおいて発行された新株予約権の全部又は一部を行使することができま

す。但し、行使できる個数は以下の区分に従うこととし、行使可能な新株予約権数に１個未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げた数とします。 

ア．平成20年10月１日から平成21年９月30日…割当てられた新株予約権の２割５分 

イ．平成21年10月１日から平成22年９月30日…割当てられた新株予約権の５割 

ウ．平成22年10月１日から平成23年９月30日…割当てられた新株予約権の７割５分 

エ．平成23年10月１日から平成25年９月30日…割当てられた新株予約権の全て 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 30 30 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、２ 30 30 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 127,000 127,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年10月１日 

至 平成25年９月30日 

自 平成20年10月１日 

至 平成25年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   127,000 

資本組入額  63,500 

発行価格   127,000 

資本組入額  63,500 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

株式分割（または株式併合）の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



⑤ 平成18年６月21日定時株主総会決議に基づく平成18年９月20日取締役会決議 

第５回新株予約権 

 （注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失した者の個数及び株式数

は、除外しております。 

２．当社が新株予約権の割当日後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

３．当社が新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとし

ます。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得または行

使の場合は除きます。 

４．新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。 

(1) 新株予約権の行使時において、当社が株式を公開していることを要します。 

(2) 新株予約権の行使は、新株予約権の付与を受けた者が、その新株予約権の行使時において、当社の取締

役、監査役、従業員または契約社員等であることを要します。ただし、付与対象者が、当社の取締役、監

査役、従業員、契約社員等の地位を喪失した場合であっても、業務命令による転籍、定年退職その他当社

とその付与対象者との間で締結された「新株予約権割当契約」に定めるところによる場合はこの限りでは

ありません。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分は認められません。 

(4) 付与対象者の相続人は、本件新株予約権を行使することができます。 

(5) 新株予約権者は、一度の手続きにおいて発行された新株予約権の全部又は一部を行使することができま

す。但し、行使できる個数は以下の区分に従うこととし、行使可能な新株予約権数に１個未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げた数とします。 

ア．平成20年10月１日から平成21年９月30日…割当てられた新株予約権の２割５分 

イ．平成21年10月１日から平成22年９月30日…割当てられた新株予約権の５割 

ウ．平成22年10月１日から平成23年９月30日…割当てられた新株予約権の７割５分 

エ．平成23年10月１日から平成25年９月30日…割当てられた新株予約権の全て 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個）（注）１ 236 227 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、２ 236 227 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）３ 127,000 127,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年10月１日 

至 平成25年９月30日 

自 平成20年10月１日 

至 平成25年９月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   127,000 

資本組入額  63,500 

発行価格   127,000 

資本組入額  63,500 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する 取締役会の承認を要する 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

株式分割（または株式併合）の比率

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１． 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

 発行価格         1,100千円 

 発行価額         1,012千円 

 資本組入額         506千円 

 払込金総額      2,530,000千円 

 ２．新株予約権の行使による増加であります。 

 ３．平成19年10月１日から平成19年11月30日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が50株、資本金が

550千円および資本準備金が550千円増加しております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円）  

資本準備金 
残高 

（千円）  

平成19年６月11日 

（注）１ 
2,500 29,940 1,265,000 1,539,400 1,265,000 1,675,562 

平成19年４月１日～  

平成19年９月30日 

（注）２ 

647 30,587 19,480 1,558,880 19,480 1,695,042 



(5) 【大株主の状況】 

（注）マイクロソフト コーポレーションより、平成19年６月15日付の大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在で

6,796株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間連結会計期間末時点における実質所有株

式数の確認ができませんでしたので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、マイクロソフト コーポレーションの大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

       大量保有者            マイクロソフト コーポレーション 

       住所               One Microsoft Way, Redmond, Washington USA 

       保有株券等の数          株式 6,796株 

       株券等保有割合          22.7％ 

(6) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の
割合（％） 

ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋１丁目９番１号 16,477 53.9 

ノーザン トラスト カンパニー（エイ

ブイエフシー）サブ アカウント アメ

リカン クライアント 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E1

4 5NT UK 
6,796 22.2 

菊池 三郎 神奈川県横浜市栄区 817 2.7 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 518 1.7 

松井証券株式会社（業務口） 東京都千代田区麹町１丁目４番地 248 0.8 

ＳＢＩイー・トレード証券株式会社 自

己融資口 
東京都港区六本木１丁目６番１号 228 0.7 

比留間 久夫 神奈川県横浜市中区 200 0.7 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 165 0.5 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 160 0.5 

住友生命保険相互会社（特別勘定） 

（常任代理人 日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社） 

東京都中央区築地７丁目18番24号 151 0.5 

計 － 25,760 84.2 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,587 30,587 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 30,587 － － 

総株主の議決権 － 30,587 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成19年６月12日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当

事項はありません。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。 

(1) 退任役員 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） － － 1,260,000 735,000 542,000 378,000 

最低（円） － － 702,000 455,000 275,000 269,000 

役名 職名 氏名 退任年月 

取締役 メディア事業本部長 早川 忍 平成19年９月30日  



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表

について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 

 なお、前中間連結会計期間及び前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成19年５月９日提出の有価証券届出

書に添付されたものによっております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     950,598 3,681,847   1,250,468 

２．売掛金     508,257 586,808   598,049 

３．前払費用      94,803 －   84,990 

４．繰延税金資産      157,502 －   55,235 

５．その他     3,753 154,094   17,546 

貸倒引当金     △58,232 △54,363   △55,204 

流動資産合計     1,656,683 90.2 4,368,387 90.0   1,951,085 80.5

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   61,562 3.4 162,488 3.3   206,388 8.5

２．無形固定資産     82,958 4.5 217,077 4.5   159,400 6.6

３．投資その他の資産     35,325 1.9 107,347 2.2   108,286 4.4

固定資産合計     179,847 9.8 486,913 10.0   474,075 19.5

資産合計     1,836,530 100.0 4,855,300 100.0   2,425,161 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     179,617 173,144   213,864 

２．その他     175,406 309,922   483,810 

流動負債合計     355,023 19.3 483,067 9.9   697,674 28.8

負債合計     355,023 19.3 483,067 9.9   697,674 28.8

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     274,400 14.9 1,558,880 32.1   274,400 11.3

２．資本剰余金     410,562 22.4 1,695,042 34.9   410,562 16.9

３．利益剰余金     796,544 43.4 1,118,311 23.1   1,042,524 43.0

株主資本合計     1,481,507 80.7 4,372,233 90.1   1,727,486 71.2

純資産合計     1,481,507 80.7 4,372,233 90.1   1,727,486 71.2

負債純資産合計     1,836,530 100.0 4,855,300 100.0   2,425,161 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,739,868 100.0 2,147,282 100.0   3,981,434 100.0 

Ⅱ 売上原価     837,671 48.1 1,030,119 48.0   1,878,583 47.2

売上総利益     902,196 51.9 1,117,163 52.0   2,102,851 52.8

Ⅲ 販売費 
及び一般管理費 

※１   650,317 37.4 943,950 43.9   1,437,894 36.1

営業利益     251,879 14.5 173,213 8.1   664,956 16.7

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   65   4,897 586   

２．違約金収入   1,904   1,285 4,200   

３．その他   2 1,972 0.1 419 6,602 0.3 845 5,632 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．株式交付費   －   33,222 240   

２．その他   54 54 0.0 1,030 34,252 1.6 2,219 2,459 0.1

経常利益     253,797 14.6 145,563 6.8   668,130 16.8

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 343   － 343   

２．償却債権取立益   339 682 0.0 － － － 339 682 0.0

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 167   － 7,147   

２．その他   － 167 0.0 － － － 14,376 21,524 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    254,312 14.6 145,563 6.8   647,288 16.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,235   65,395 48,958   

法人税等調整額   △74,881 △73,646 △4.3 4,380 69,776 3.3 24,390 73,349 1.9

中間（当期） 
純利益 

    327,959 18.9 75,786 3.5   573,938 14.4

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  株主資本 
純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 468,585 1,153,547 1,153,547 

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益   327,959 327,959 327,959 

中間連結会計期間中の変動額 
合計（千円） 

－ － 327,959 327,959 327,959 

平成18年９月30日残高（千円） 274,400 410,562 796,544 1,481,507 1,481,507 

  株主資本 
純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 1,042,524 1,727,486 1,727,486

中間連結会計期間中の変動額     

  新株の発行 1,284,480 1,284,480 2,568,960 2,568,960

中間純利益   75,786 75,786 75,786

中間連結会計期間中の変動額 
合計（千円） 

1,284,480 1,284,480 75,786 2,644,746 2,644,746

平成19年９月30日残高（千円） 1,558,880 1,695,042 1,118,311 4,372,233 4,372,233

  株主資本 
純資産合計 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 468,585 1,153,547 1,153,547

連結会計年度中の変動額     

当期純利益   573,938 573,938 573,938

連結会計年度中の変動額 
合計（千円） 

－ － 573,938 573,938 573,938

平成19年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 1,042,524 1,727,486 1,727,486



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期） 
純利益 

  254,312 145,563 647,288 

減価償却費   29,523 71,373 65,952 

貸倒引当金の増減額 
（△は減少額） 

  13,362 △841 10,334 

固定資産売却益   △343 － △343 

固定資産除却損   167 － 7,147 

受取利息及び受取配当金   △65 △4,897 △586 

株式交付費    － 33,222 － 

売上債権の増減額 
（△は増加額） 

  △84,875 11,240 △174,667 

仕入債務の増減額 
（△は減少額） 

  △25,009 △40,719 9,237 

未払金の増減額 
（△は減少額） 

  △816 △30,588 43,391 

未払消費税等の増減額 
（△は減少額） 

  △3,168 △14,949 8,648 

その他資産の増加額   △44,729 △10,946 △36,395 

その他負債の増加額   39,648 18,918 88,224 

小計   178,005 177,374 668,231 

利息及び配当金の受取額   65 1,807 586 

法人税等の支払額   △2,470 △58,821 △2,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー   175,601 120,359 666,347 

    

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △43,173 △100,434 △117,349 

無形固定資産の取得による支出   △58,598 △139,732 △93,020 

有形固定資産の売却による収入   2,600 － 2,600 

差入保証金の増加による支出   － △3 △82,532 

差入保証金の減少による収入   144 15,313 396 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △99,028 △224,857 △289,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

 株式の発行による収入   － 2,568,960 － 

 株式交付費の支出   － △33,082 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   － 2,535,877 － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   76,572 2,431,379 376,442 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   874,025 1,250,468 874,025 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

  950,598 3,681,847 1,250,468 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

１社 

 同左 同左 

  連結子会社の名称 

有限会社カービュー・エージェン

ト 

   

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はあり

ません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

等（決算日等）に関する

事項 

 連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

     

(1) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物 10年～15年 

車両運搬具   ６年 

工具器具備品  ３年～８年 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ８年～15年 

車両運搬具   ６年 

工具器具備品  ３年～15年 

①有形固定資産 

同左 

  ②無形固定資産 

イ．ソフトウェア 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては社内における利用

可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

───── 

②無形固定資産 

イ．ソフトウェア 

同左 

  

  

ロ．商標権 

 取得時に一括償却しており

ます。 

②無形固定資産 

イ．ソフトウェア 

同左 

  

  

───── 

(2) 重要な繰延資産の処理

方法 

───── ①株式交付費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

①株式交付費 

       同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権については個

別に可能性を検討し回収不能見込額

を計上しております。 

①貸倒引当金 

 同左 

①貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替差額は損益として処理

しております。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替差額は損益として処

理しております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理をしております。 

 同左 同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(6) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

①消費税等の会計処理 

       同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,481,507千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 当連結会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は 

 1,727,486千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）ならびに「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月

31日）を適用しています。これによる損益に与

える影響はありません。 

───── （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計期間より「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 

平成17年12月27日）ならびに「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）

を適用しています。これによる損益に与える影

響はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

───── （中間連結貸借対照表関係） 

  前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「前払費用」（当

中間連結会計期間末残高96,140千円）、「繰延税金資産」（当中間連

結会計期間末残高51,797千円）は、総資産額の100分の５以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

63,545千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

129,887千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

85,425千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

給与手当 168,348千円

システム関係費 106,148千円

貸倒引当金繰入額 13,498千円

給与手当 217,044千円

システム関係費 148,505千円

貸倒引当金繰入額 12,093千円

給与手当 352,838千円

システム関係費 210,893千円

貸倒引当金繰入額 22,437千円

※２ 固定資産売却益の内容 ※２      ─────  ※２  固定資産売却益の内容  

車両運搬具 343千円   車両運搬具 343千円

※３ 固定資産除却損の内容 ※３      ───── ※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具備品 167千円   建物及び構築物 2,603千円

工具器具備品 2,050千円

ソフトウェア 2,493千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

(変動事由の概要) 

 増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  平成19年６月11日付けで公募により新株発行したことによる増加       2,500株 

  ストック・オプションの行使による増加                   647株 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式数         

普通株式 27,440 － － 27,440 

合計 27,440 － － 27,440 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式数         

普通株式 27,440 3,147 － 30,587 

合計 27,440 3,147 － 30,587 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式数         

普通株式 27,440 － － 27,440 

合計 27,440 － － 27,440 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 950,598千円

現金及び現金同等物 950,598千円

現金及び預金勘定 3,681,847千円

現金及び現金同等物 3,681,847千円

現金及び預金勘定 1,250,468千円

現金及び現金同等物 1,250,468千円

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金

額が少額な取引のため、中間連結財務諸表規則

第15条（財務諸表等規則第８条の６第６項に準

ずる）の規定により記載を省略しております。 

同左 

  

  

  

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金

額が少額な取引のため、連結財務諸表規則第15

条の３（財務諸表等規則第８条の６第６項に準

ずる）の規定により記載を省略しております。 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  第４回ストック・オプション 第５回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役           ３名 

当社監査役           １名 

当社従業員           81名 

当社契約社員          １名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数 
普通株式            40株 普通株式            270株 

付与日 平成18年９月29日 平成18年９月29日 

権利確定条件 

 新株予約権の行使時において、当社の

取締役、監査役および使用人であること

を要します。ただし、付与対象者が、当

社の取締役、監査役および使用人の地位

を喪失した場合であっても、業務命令に

よる転籍、任期満了による退任、定年退

職その他、当社とその付与対象者との間

で締結された「新株予約権申込証兼新株

予約権割当契約」に定めるところによる

場合はこの限りではありません。 

同左 

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 平成20年10月１日～平成25年９月30日 平成20年10月１日～平成25年９月30日 

権利行使価格（円）            127,000            127,000 

付与日における公正な評価単

価（円） 
            －             －  



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  
第１回ストック 
・オプション 

第２回ストック 
・オプション 

第３回ストック 
・オプション 

第４回ストック 
・オプション 

第５回ストック 
・オプション 

付与対象者の区

分及び人数 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

 当社従業員 ９名 

当社従業員 45名 

当社契約社員１名 

当社従業員 45名 

当社契約社員１名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 81名 

当社契約社員１名 

株式の種類別の

ストック・オプ

ションの数 

普通株式 1,270株 普通株式  223株 普通株式  107株 普通株式   40株 普通株式  263株 

付与日 平成14年９月30日 平成17年１月21日 平成17年12月22日 平成18年９月29日 平成18年９月29日 

権利確定条件 

 新株予約権の行

使時において、当

社の取締役、監査

役および使用人で

あることを要しま

す。ただし、付与

対象者が、当社の

取締役、監査役お

よび使用人の地位

を喪失した場合で

あっても、業務命

令による転籍、任

期満了による退

任、定年退職その

他、当社とその付

与対象者との間で

締結された「新株

予約権申込証兼新

株予約権割当契

約」に定めるとこ

ろによる場合はこ

の限りではありま

せん。 

同左 同左 同左 同左 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定

めはありません。 
同左 同左 同左 同左 

権利行使期間 

平成16年10月１日

～ 

平成21年９月30日 

平成19年１月１日

～ 

平成23年12月31日 

平成19年１月１日

～ 

平成23年12月31日 

平成20年10月１日

～ 

平成25年９月30日 

平成20年10月１日

～ 

平成25年９月30日 

権利行使価格

（円） 
   22,000   100,000   100,000   127,000   127,000 

付与日における

公正な評価単価

（円） 

    －    －     －     －     －  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の内容 

   (1) リスティング広告事業 

    主に中小規模の自動車関連事業者を対象とした、新車、中古車、中古車査定及び自動車保険等の 

   幅広い見積サービスや在庫情報掲載サービス 

   (2) メディア広告事業 

    主に国内自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス 

   (3) コンサルティング事業 

    主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした海外輸入事 

   業者のマーケティング、輸出手続等のコンサルティングサービス等を中心に、各事業者におけるリ 

   スティング広告の利用促進や効果を高めることを目的としたサービス 

   (4) その他の事業 

    (1)～(3)以外の事業 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

インターネット 
広告事業 

コンサル
ティング
事業 

（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結 
（千円） リスティ

ング広告
事業 

（千円） 

メディア
広告事業 
（千円） 

売上高及び営業利益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売

上高 
1,607,353 106,377 23,800 2,337 1,739,868 － 1,739,868 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 1,607,353 106,377 23,800 2,337 1,739,868 － 1,739,868 

営業費用 1,170,530 64,561 16,200 0 1,251,292 236,695 1,487,988 

営業利益 436,823 41,815 7,599 2,337 488,575 △236,695 251,879 

  
前中間連結会計
期間（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額 
236,695 

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の

費用で便益の程度が直接把握できない費用 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の内容 

   (1) リスティング広告事業 

    主に中小規模の自動車関連事業者を対象とした、車両情報、郵便番号等のユーザー情報に基づ

いて事業者情報や中古車等の物件情報を表示する検索連動型広告掲載サービス 

   (2) メディア広告事業 

    主に自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス 

   (3) コンサルティング事業 

    主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした、海外輸入

事業者のマーケティングサービスや、輸出手続等のコンサルティングサービス 

   (4) その他の事業 

    (1)～(3)以外の事業 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

インターネット 
広告事業 

コンサル
ティング
事業 

（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結 
（千円） リスティ

ング広告
事業 

（千円） 

メディア
広告事業 
（千円） 

売上高及び営業利益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売

上高 
1,873,437 187,629 84,350 1,865 2,147,282 － 2,147,282 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 1,873,437 187,629 84,350 1,865 2,147,282 － 2,147,282 

営業費用 1,489,671 95,161 70,786 2 1,655,622 318,447 1,974,069 

営業利益 383,765 92,468 13,563 1,863 491,660 △318,447 173,213 

  
当中間連結会計
期間（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額 
318,447 

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の

費用で便益の程度が直接把握できない費用 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の内容 

   (1) リスティング広告事業 

    主に中小規模の自動車関連事業者を対象とした、車両情報、郵便番号等のユーザー情報に基づ

いて事業者情報や中古車等の物件情報を表示する検索連動型広告掲載サービス 

   (2) メディア広告事業 

    主に自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス 

   (3) コンサルティング事業 

    主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした、海外輸入

事業者のマーケティングサービスや、輸出手続等のコンサルティングサービス 

   (4) その他の事業 

    (1)～(3)以外の事業 

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

インターネット 
広告事業 

コンサル
ティング
事業 

（千円） 

その他の
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結 
（千円） リスティ

ング広告
事業 

（千円） 

メディア
広告事業 
（千円） 

売上高及び営業利益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する売

上高 
3,587,835 321,351 67,950 4,296 3,981,434 － 3,981,434 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 3,587,835 321,351 67,950 4,296 3,981,434 － 3,981,434 

営業費用 2,609,492 159,986 35,582 0 2,805,062 511,415 3,316,477 

営業利益 978,342 161,365 32,367 4,296 1,176,372 △511,415 664,956 

  
前連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額 
511,415 

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の

費用で便益の程度が直接把握できない費用 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 53,990円78銭

１株当たり中間純利

益金額 
11,951円87銭

１株当たり純資産額 142,944円17銭

１株当たり中間純利

益金額 
2,592円78銭

１株当たり純資産額 62,955円05銭

１株当たり当期純利

益金額 
20,916円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権残高がありますが、当社株式は

非上場であるため、期中平均株価が

把握できませんので、記載しており

ません。 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 
2,523円03銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、新株予

約権残高がありますが、当社株式は

非上場であるため、期中平均株価が

把握できませんので、記載しており

ません。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益    （千円） 327,959 75,786 573,938 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

             （千円） 
327,959 75,786 573,938 

期中平均株式数       （株） 27,440 29,230 27,440 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数      （株） － 808 － 

  うち新株予約権 － 808 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

 第１回新株予約権（第１

回新株予約権の残高1,270

個）、第２回新株予約権

（第２回新株予約権の残高

239個）、第３回新株予約権

（第３回新株予約権の残高

118個）、第４回新株予約権

（第４回新株予約権の残高

40個）、第５回新株予約権

（第５回新株予約権の残高

270個）。 

 上述の新株予約権の概要

は、「第４ 提出会社の状

況 １ 株式等の状況 (2)

新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。  

─────  第１回新株予約権（第１

回新株予約権の残高1,270

個）、第２回新株予約権

（第２回新株予約権の残高

223個）、第３回新株予約権

（第３回新株予約権の残高

107個）、第４回新株予約権

（第４回新株予約権の残高

40個）、第５回新株予約権

（第５回新株予約権の残高

263個）。 

 上述の新株予約権の概要

は、「第４ 提出会社の状

況 １ 株式等の状況 (2)

新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。  



（重要な後発事象） 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左  当社は平成19年６月12日に東京証券取

引所マザーズ市場に上場いたしました。 

 上場に際して、平成19年５月９日開催

の取締役会決議に基づき、平成19年６月

11日を払込期日とする公募増資（ブック

ビルディング方式）により、新株式を次

のとおり発行いたしました。 

 この結果、平成19年６月11日付で資本

金は1,539,400千円、発行済株式総数は

29,940株となりました。 

 (1) 発行新株式数  普通株式2,500株 

 (2) 発行価格      1,100,000円 

 (3) 引受価額      1,012,000円 

 (4) 発行価額       765,000円  

 (5) 資本組入額      506,000円  

 (6) 払込金総額   2,530,000,000円 

 (7) 資金使途     設備投資や人材確

保及び事業所拡充費

用に充当する予定で

あります。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     944,260 3,602,614   1,183,715 

２．売掛金     508,047 586,598   597,824 

３．前払費用     94,803 ―   84,990 

４．繰延税金資産     157,502 ―   39,089 

５．その他     5,853 139,377   22,735 

貸倒引当金     △58,232 △54,363   △55,204 

流動資産合計     1,652,235 89.9 4,274,227 89.1   1,873,149 78.6

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   61,846 3.4 162,681 3.4   206,618 8.7

２．無形固定資産     82,958 4.5 217,077 4.5   159,400 6.7

３．投資その他の資産     40,650 2.2 142,672 3.0   143,612 6.0

固定資産合計     185,456 10.1 522,432 10.9   509,631 21.4

資産合計     1,837,691 100.0 4,796,659 100.0   2,382,781 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     179,669 171,977   213,419 

２．その他     176,389 249,895   451,261 

流動負債合計     356,058 19.4 421,872 8.8   664,681 27.9

負債合計     356,058 19.4 421,872 8.8   664,681 27.9

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     274,400 14.9 1,558,880 32.5   274,400 11.5

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   410,562   1,695,042 410,562   

資本剰余金合計     410,562 22.3 1,695,042 35.3   410,562 17.2

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金   796,670   1,120,864 1,033,137   

利益剰余金合計     796,670 43.4 1,120,864 23.4   1,033,137 43.4

株主資本合計     1,481,633 80.6 4,374,786 91.2   1,718,100 72.1

純資産合計     1,481,633 80.6 4,374,786 91.2   1,718,100 72.1

負債純資産合計     1,837,691 100.0 4,796,659 100.0   2,382,781 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,737,572 100.0 2,129,420 100.0   3,971,741 100.0 

Ⅱ 売上原価     837,671 48.2 995,861 46.8   1,862,930 46.9

売上総利益     899,901 51.8 1,133,558 53.2   2,108,810 53.1

Ⅲ 販売費 
及び一般管理費 

    648,368 37.3 943,934 44.3   1,437,888 36.2

営業利益     251,532 14.5 189,623 8.9   670,922 16.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,971 0.1 6,842 0.3   5,623 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   54 0.0 34,252 1.6   2,219 0.0

経常利益     253,449 14.6 162,213 7.6   674,326 17.0

Ⅵ 特別利益 ※３   360 0.0 ― ―   360 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   307 0.0 ― ―   21,664 0.6

税引前中間 
（当期）純利益 

    253,502 14.6 162,213 7.6   653,021 16.4

法人税、住民税 
及び事業税 

  1,145   65,305 48,778   

法人税等調整額   △74,881 △73,736 △4.2 9,180 74,486 3.5 40,537 89,315 2.2

中間（当期） 
純利益 

    327,239 18.8 87,726 4.1   563,706 14.2

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

株主資本 

 純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 410,562 469,431 1,154,393 1,154,393 

中間会計期間中の変動額     

中間純利益   327,239 327,239 327,239 

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － 327,239 327,239 327,239 

平成18年９月30日残高（千円） 274,400 410,562 410,562 796,670 1,481,633 1,481,633 

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 410,562 1,033,137 1,718,100 1,718,100

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 1,284,480 1,284,480 1,284,480 2,568,960 2,568,960

中間純利益   87,726 87,726 87,726

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,284,480 1,284,480 1,284,480 87,726 2,656,686 2,656,686

平成19年９月30日残高（千円） 1,558,880 1,695,042 1,695,042 1,120,864 4,374,786 4,374,786

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 410,562 469,431 1,154,393 1,154,393

事業年度中の変動額     

当期純利益   563,706 563,706 563,706

事業年度中の変動額合計（千円） － － － 563,706 563,706 563,706

平成19年３月31日残高（千円） 274,400 410,562 410,562 1,033,137 1,718,100 1,718,100



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

関係会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1) 有価証券 

関係会社株式 

      同左  

(1) 有価証券 

関係会社株式 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物付属設備 10年～15年 

車両運搬具  ６年 

工具器具備品 ３年～８年 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。           

建物付属設備 ８年～15年  

車両運搬具  ６年 

工具器具備品 ３年～15年  

(1) 有形固定資産 

       同左 

  

  

  

  

  

  (2) 無形固定資産 

①ソフトウェア 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

          ──── 

(2) 無形固定資産 

①ソフトウェア 

同左  

  

  
  

  

②商標権  

  取得時に一括償却しておりま

す。 

  

(2) 無形固定資産 

①ソフトウェア 

同左 

  

    

  

          ──── 

３．繰延資産の処理方法           ──── (1) 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 

          ──── 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

(1) 貸倒引当金 

同左 

５．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、為替差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替差額は損益として

処理しております。 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 

  

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,481,633千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

        ───── 

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,718,100千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

  

  

（ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当中間会計期間より「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）ならびに「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用しています。これによる

損益に与える影響はありません。 

        ───── 

  

（ストック・オプション等に関する会計基

準） 

 当事業年度より「ストック・オプション等

に関する会計基準」（企業会計基準第８号 

平成17年12月27日）ならびに「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しています。これによる損益

に与える影響はありません。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

─────  (貸借対照表) 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「前払費用」（当中間

会計期間末残高96,140千円）、「繰延税金資産」（当中間会計期間末

残高30,850千円）は、総資産額の100分の５以下となったため、流動

資産の「その他」に含めて表示しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

63,770千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

130,204千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

85,705千円 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息 65千円 受取利息 4,836千円

違約金収入 1,280千円

受取利息 576千円

違約金収入 4.200千円

保険配当金 649千円

 ※２      ─────  ※２ 営業外費用のうち主なもの  ※２ 営業外費用のうち主なもの 

    株式交付費  33,222千円 解約違約金 2,049千円

※３ 特別利益のうち主なもの  ※３      ───── ※３ 特別利益のうち主なもの 

固定資産売却益  

車両運搬具 21千円

   

   

固定資産売却益  

車両運搬具    21千円

償却債権取立益   339千円

※４ 特別損失のうち主なもの ※４      ───── ※４ 特別損失のうち主なもの 

固定資産売却損  

車両運搬具 140千円

固定資産除却損  

工具器具備品 167千円

   

   

   

   

固定資産売却損  

車両運搬具 140千円

固定資産除却損  

建物付属設備 2,603千円

 工具器具備品 2,050千円

 ソフトウェア 2,493千円

本社移転費用 14,376千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,134千円

無形固定資産 11,487千円

有形固定資産 44,499千円

無形固定資産 26,910千円

有形固定資産 42,924千円

無形固定資産 23,181千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金

額が少額な取引のため、中間財務諸表等規則第

５条の３（財務諸表等規則第８条の６第６項に

準ずる）の規定により記載を省略しておりま

す。 

         同左 

   

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金

額が少額な取引のため、財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により記載を省略しておりま

す。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。        同左  当社は平成19年６月12日に東京証券取

引所マザーズ市場に上場いたしました。 

 上場に際して、平成19年５月９日開催

の取締役会決議に基づき、平成19年６月

11日を払込期日とする公募増資（ブック

ビルディング方式）により、新株式を次

のとおり発行いたしました。 

 この結果、平成19年６月11日付で資本

金は1,539,400千円、発行済株式総数は

29,940株となりました。 

 (1) 発行新株式数  普通株式2,500株 

 (2) 発行価格      1,100,000円 

 (3) 引受価額      1,012,000円 

 (4) 発行価額       765,000円  

 (5) 資本組入額      506,000円  

 (6) 払込金総額   2,530,000,000円 

 (7) 資金使途     設備投資や人材確

保及び事業所拡充費

用に充当する予定で

あります。 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)  有価証券届出書（一般募集による増資）及びその添付書類 

  平成19年５月９日関東財務局長に提出。 

(2)  有価証券届出書の訂正届出書 

  平成19年５月23日関東財務局長に提出。 

  平成19年５月９日提出上記(1)の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

(3)  有価証券届出書の訂正届出書 

  平成19年６月１日関東財務局長に提出。 

  平成19年５月９日提出上記(1)の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

(4)  有価証券報告書及びその添付書類 

     事業年度（第11期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月21日関東財務局長に提出。

(5)  有価証券報告書の訂正報告書 

     平成19年10月15日関東財務局長に提出。 

  平成19年６月21日提出上記(4)の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年５月１日 

株式会社カービュー  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 浅枝 芳隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 憲次  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カービューの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社カービュー及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以上  

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月14日 

株式会社カービュー  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 憲次  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カービューの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社カービュー及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                   以上 

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年５月１日 

株式会社カービュー  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 浅枝 芳隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 憲次  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カービューの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社カービューの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以上  

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月14日 

株式会社カービュー  

  取締役会 御中      

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 松本 保範  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 憲次  印 

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カービューの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社カービューの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                                   以上 

  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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